
愛媛県大規模小売店舗立地審議会次第 

 

日時 令和８年１月 21日（水）10：00～12：00 

場所 愛媛県水産会館６階 大会議室 

   （松山市二番町４丁目６番地２） 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 届出案件についての審議 

 [届出] ３件 

・コメリハード＆グリーン今治店（今治市） ········ １～５ 

・クスリのアオキ神拝店（西条市） ················ ６～12 

・ドラッグコスモス西条大町店（西条市） ·········· 13～18 

 

４ その他 

（１）次回以降の審議案件の概要等 ·················· 19 

（２）フォローアップ調査について ·················· 20 

 

５ 閉 会 



愛媛県大規模小売店舗立地審議会配席図 

 

日時 令和８年１月 21日（水）10：00～12：00 

場所 愛媛県水産会館６階 大会議室 

（松山市二番町４丁目６番地２） 
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コメリハード＆グリーン今治店（新設）届出概要 

店舗の名称  コメリハード＆グリーン今治店 

所 在 地   今治市古国分一丁目８－６２ 

設 置 者  

（本社） 
 株式会社コメリ（新潟県） 

小売業者   

（販売物品） 

株式会社コメリ 

（建築資材・園芸用品等） 

新設年月日 令和８年２月２６日 

店舗面積   ４，９４２㎡ 

施設の配置に関する事項 

（１）駐車場の収容台数      ７１台（基準値 ２２６台） 

（２）駐輪場の収容台数      ７台（参考値 １４２台） 

（３）荷さばき施設の面積     ８４．０㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量  ２３．４９㎥（基準値 ２３．０５㎥） 

 施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻  午前６時３０分～午後９時３０分 

（２）駐車場の利用可能時間帯  午前６時～午後１０時 

（３）駐車場の出入口の数      ２箇所 

（４）荷さばき可能時間帯   午前６時～午後１０時 

   ○届出年月日   令和７年 ６月２５日 

   ○公告年月日   令和７年 ７月１１日 

   ○説明会開催日  令和７年 ８月 ５日（届出日から２か月以内） 

   ○県意見提示期限 令和８年 ２月２５日（届出日から８か月以内） 
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コメリハード＆グリーン今治店指針配慮事項の対応状況 

指針配慮事項 設置者による対応状況 
評
価 

Ⅰ 基本事項 

１ 事前の調査等 ・所轄警察署（今治警察署）、店舗設置市等と事前協議済み。 ○ 

２ まちづくりに関する

公的計画との整合性 
・用途地域：第二種住居地域 ○ 

３ 夜間営業について

の考え方 
・夜間営業は行わない。 ○ 

４ 説明会の開催 

・日時：令和７年８月５日（火）17：00～18：00 

・場所：今治市国分公民館１階 集会室 

    （今治市唐子台東三丁目 23-6） 

・出席者：９名 

○ 

５ 対応策の履行 

・届出書及び添付図書の内容については、設置者（小売業者）、設計者、

施工者及び届出コンサルにおいて、随時共有している。また、最終

確認については、竣工時に現場にて設計監理担当者が行う。 

・店長の選任後、開店予定約 1 か月前を目途に、設置者（小売業者）

の本部責任者より店長へ届出内容の周知を行う。 

・現場責任者である店長が従業員を指導する。また、店長は本部と連

携をとりながら運営する。 

○ 

６ 事前の予測と乖離

が生じた場合の追

加的対策 

・事前の予測と乖離が生じた場合は、㈱コメリにて原因確認の上、店

舗に起因する場合は、状況に応じて関係機関に相談の上、対応する。 

・近隣住居の方から騒音に関してご意見をいただいた際は、原因確認

の上、当該店舗に起因する場合は駐車場の利用制限、設備稼働時間

の見直し、荷さばき時間帯の見直し等の対策を講じる。 

○ 

７ 繁忙期等の追加的

対策 

・繁忙時等においては、状況に応じて駐車場出入口等に適宜交通整理

員を配置し、歩行者の安全確保と車両の円滑な誘導を行う。 

・開店時は従業員駐車場を来客用に開放する予定としている。 

○ 

８ 地域貢献に関する

取組み 

・要望があった場合には可能な限り地域行事等への協力及び参加を検

討する。 

・敷地内及びその周辺の清掃や美化に努める。 

・従業員採用に当たっての地域及び県内からの優先的雇用と安定的な

雇用に努める。 

・緊急時の警察署、消防署等との連絡について、社内にて連絡体制を

確立しており、店舗責任者から従業員に周知する。 

○ 

Ⅱ 大規模小売店舗の施設の配置および運営方法に関する事項 

１ 住民等の利便の確保 
（１） 駐車需要の充足等

交通に係る事項 
① 駐車場の必要台数

の確保 

収容台数：71台（一般用 69台 身障者用 2台） 

・指針基準値による必要台数は 226 台となるが、既存類似店舗のデー

タを基に必要台数を算出した結果、必要駐車台数は 71 台と予測され

る。 

⇒計画店舗必要駐車台数 

 4.942千㎡×295.8人/千㎡×14.4％×70％÷2×0.953≒71台 

店舗名 
（所在地） 

宇和店 
（西予市） 

唐津店 
（佐賀県唐津市） 

八日市店 
（滋賀県東近江市） 

店舗面積 4,563㎡ 4,049㎡ 4,959㎡ 

日来客数 1,096人 911人 1,467人 

日来客数原単位 240.2人/千㎡ 225.0人/千㎡ 295.8人/千㎡ 

○ 

② 駐車場の位置及び

構造等 
・自走式平面駐車場（ゲートなし）である。 

・入庫処理能力は出入口 1 箇所あたり 450 台／時間であり、指針に基

づくピーク時来店台数の 237台/時を上回る。 

○ 
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③ 駐輪場の確保等 収容台数：7台  

・大規模小売店舗立地法の指針に示される参考値（店舗面積 35㎡あた

り 1台）によると必要駐輪台数は 142台となるが、既存類似店舗の

データを基に必要台数を算出した結果、必要駐輪台数は 7台と予測

される。 

店舗名 店舗面積 ピーク時滞留台数 

八日市店 4,959㎡ 7台（1.41台/千㎡） 

今治店 
(計画店舗) 

4,942㎡ 7台(1.41台×4.942千㎡) 

・自動二輪車については、駐車場を共用で利用する。 

・従業員等により適宜巡回し、整理整頓に努める。 

・店舗敷地内に案内看板等を設置する。 

○ 

④ 荷捌き施設の整備

等 
荷さばき施設の面積：84㎡ 

・荷さばき施設は、処理能力(3台/時)を確保しており、ピーク時 1 時

間の搬入車両による負荷（2台/時）を上回っている。 

※荷さばき平均作業時間は 4ｔ未満車 20分、10t車 60分。 

○ 

⑤ 経路の設定、円滑

な入出庫対策等 
（経路の設定） 

・商圏を半径 2kmとし、県道 38号線を主要アクセス経路とする。 

【北方面】ゾーンＡ 

（来店） 

 県道 38号線を南進→出入口１を左折により来店 

（退店） 

 出入口１を右折→県道 38号線を北進により退店 

【南方面】ゾーンＢ 

（来店） 

 県道 38号線を北進→出入口２を右折により来店 

（退店） 

 出入口２を左折→県道 38号線を南進により退店 

（円滑な入出庫対策） 

・十分な車路幅員を確保し、見通しをよくする。 

・出入口部に案内看板を設置する。看板の設置に際しては、来客車両

の視野を妨げないよう、高さ及び位置に配慮する。 

・駐車場の出口部には、停止指導線及び出庫方向を示す矢印標示等を

設置する。 

・ホームページにて店舗位置を案内する。 

・オープンに伴い、交通渋滞等の周辺地域に影響が生じた場合や、地

元警察署から渋滞解消や安全対策等の要望があった場合には、店舗

責任者が状況を確認の上、当該店舗に起因する場合は本社への連絡

を実施し、必要に応じて関係機関と相談する。 

○ 

（２） 歩行者の通行の利

便の確保 
・駐車場内に歩行者通路を設置する。 

・敷地西側に歩行者等の専用出入口を設置する。 

・夜間照明により通行の安全上必要な照度を確保する。 

・繁忙時等においては、状況に応じて駐車場出入口等に適宜交通整理

員を配置し、歩行者の安全確保と車両の円滑な誘導を行う。 

○ 

（３） 廃棄物減量化及びリサ
イクルについての配慮 

・廃棄物の分別を行い、適切に運搬、処理を行う。 

・簡易包装の推進と効率的な配送計画により、廃棄物の発生抑制に努

める。 

・一般廃棄物は、廃棄物の排出抑制や資源ごみの分別を通じた廃棄物

の減量化に努めるとともに、排出する廃棄物は適正に処理する。 

○ 

（４） 防災・防犯対策へ

の協力 
・防災協定等について具体的要請があれば、可能な範囲で協力する。 

・駐車場内に防犯上必要な照明を設置する。 
○ 
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・従業員等により適宜敷地内の巡回を行う。 

・店舗内の商品の陳列棚は、施設内の見通しに配慮した位置に配置す

るとともに、防犯カメラの設置による補完対策を講じる。 

・営業終了後は駐車場出入口を施錠する。 

２ 騒音の発生その他に 

よる周辺地域の生活 

環境の悪化防止 

（１） 騒音の発生に係る事

項 

① 騒音に対応するた

めの対応策 

（荷さばき施設及び作業に係る騒音対策） 

・荷さばき施設は適正な位置に配置し、十分な作業スペースを確保す

ることで、作業時間の短縮を図る。 

・搬入車両の徐行運転と不必要なアイドリングの禁止を周知する。 

・作業人員への騒音防止意識を周知する。 

（廃棄物収集作業に係る騒音対策） 

・夜間に収集作業は行わない。（収集時間帯：午前 6時～午後 10時） 

（設備機器に係る騒音対策） 

・低騒音型機器を導入する。 

・必要最小限の稼働とする。 

・定期的にメンテナンスを行う。 

（駐車場の騒音対策） 

・来客者に対し掲示板等によりアイドリングストップを呼びかける。 

（ＢＧＭ等の営業宣伝活動に係る騒音対策） 

・ＢＧＭ等屋外への営業宣伝活動は行わない。 

（その他） 

・近隣住居の方から騒音に関するご意見をいただいた際は、原因確認

の上、当該店舗に起因する場合は対策を講じる。 

〇 

  ② 騒音の予測・評

価 
等価騒音レベル  

【昼間】    （単位：dB）  【夜間】    （単位：dB） 

地点 類型 基準値 予測値 

 

地点 類型 基準値 予測値 

Ａ１Ｆ 

Ｂ 55 

52 Ａ１Ｆ 

Ｂ 45 

20 

Ｂ１Ｆ 44 Ｂ１Ｆ 15 

Ｂ２Ｆ 44  Ｂ２Ｆ 15 

Ｃ１Ｆ 47  Ｃ１Ｆ 14 

Ｃ２Ｆ 47  Ｃ２Ｆ 14 

Ⅾ１Ｆ 49  Ⅾ１Ｆ 15 

Ⅾ２Ｆ 49  Ⅾ２Ｆ 15 
※Ｂ類型：主として住居の用に供される地域 

 

 等価騒音レベルについては、昼間・夜間ともにすべての予測地点で
環境基準を満足している。 

 

夜間の騒音発生源ごとの最大値 （単位：dB） 

地点 区域 基準値 予測値 

Ｐ１(1F) 

第 2種 45 

40 

Ｐ２(1F) 38 

Ｐ３(1F) 13 

Ｐ３(2F) 13 
※第 2 種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
 

 夜間の騒音発生源ごとの最大値について、すべての予測地点で基準
値を満足している。 

 

なお、騒音に関し、苦情等が発生した場合は誠意を持って対応す

る。 

○ 

（２）廃棄物に係る事項等 廃棄物保管施設の容量 23.49m3  ○ 
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① 廃棄物等の保管 ・指針で定める必要な廃棄物保管容量 23.05㎥を確保している。 

② 廃棄物等の処理 
・許可業者による運搬・処理を行い、敷地内での処理は予定していな

い。 
○ 

③ その他設置者として

の廃棄物等に関連す

る対応方針について 

・建物内に保管し、周辺地域への廃棄物の散逸を防止する。また、保

管庫は定期的に清掃を行う。 
○ 

（３）街並みづくり等への

配慮等 

（景観への配慮） 

・周囲の街並みに対して過度な色彩、外観とならないように配慮する。 

（光害対策） 

・屋外照明や広告物の照明等については、照明の配置・方向・強さ・

点灯時間など、周辺地域に配慮した計画とする。 

・照射角は敷地内とし、周辺に光が漏れないように配慮するとともに、

点灯時間は日没後から営業時間終了後 30分までを予定している。 

○ 

指針の配慮事項以外の項目 

バリアフリーへの対応 
・身障者用駐車場（3.5ｍ×5.0ｍ：2台）を確保する。 

・身障者用トイレを設置する。 
〇 

 
 

コメリハード＆グリーン今治店に係る意見の検討結果 
 
○市町等からの意見 

意見提出者 意見の概要 設置者の対応 評価 

今治市 意見なし － － 

一般住民等 意見なし － － 

 
○県の意見（案） 意見なし 
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クスリのアオキ神拝店（新設）届出概要 

店舗の名称  クスリのアオキ神拝店 

所 在 地   西条市神拝字川田甲２４６番１ 外 

設 置 者  

（本社） 
 株式会社クスリのアオキ（石川県） 

小売業者   

（販売物品） 

株式会社クスリのアオキ 

（医薬化粧品、住・生活関連用品、食料品等） 

新設年月日 令和８年２月２６日 

店舗面積   １，３３５㎡ 

施設の配置に関する事項 

（１）駐車場の収容台数      ４４台（基準値 ４４台） 

（２）駐輪場の収容台数      １５台（参考値 ３８台） 

（３）荷さばき施設の面積     ８７㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量  ７．２㎥（基準値 ６．２５㎥） 

 施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻  午前９時～午前０時 

（２）駐車場の利用可能時間帯  午前８時３０分～午前０時３０分 

（３）駐車場の出入口の数      １箇所 

（４）荷さばき可能時間帯   午前６時～午後１０時 

   ○届出年月日   令和７年 ６月２５日 

   ○公告年月日   令和７年 ７月 ８日 

   ○説明会開催日  令和７年 ８月 ７日（届出日から２か月以内） 

   ○県意見提示期限 令和８年 ２月２５日（届出日から８か月以内） 
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クスリのアオキ神拝店指針配慮事項の対応状況 

指針配慮事項 設置者による対応状況 
評
価 

Ⅰ 基本事項 

１ 事前の調査等 ・所轄警察署（西条警察署）、店舗設置市等と事前協議済み。 ○ 

２ まちづくりに関する

公的計画との整合性 
・用途地域：第二種住居地域 ○ 

３ 夜間営業について

の考え方 

・来店客に対し、店内アナウンス等により駐車場内における静穏にご

協力いただくよう周知する。 

・夜間に荷さばき、廃棄物収集作業は行わない。 

○ 

４ 説明会の開催 

・日時：令和７年８月７日（木）18：00～19：00 

・場所：西条市総合福祉センター 視聴覚室 

    （西条市神拝甲 324番地２） 

・出席者：５名 

○ 

５ 対応策の履行 

・施工担当業者である大和ハウス工業株式会社と設置者である株式会

社クスリのアオキ、立地法担当の株式会社五星とで、立地法届出図

面と施工現場との摺り合わせを行う。 

・設置者である株式会社クスリのアオキから店舗責任者（店長）へ届

出内容の説明を行う。なお、変更届が必要となる事項については重

点的に説明を行う。 

・店長より各従業員へは社員教育時に内容周知を行う。 

○ 

６ 事前の予測と乖離

が生じた場合の追

加的対策 

・事前の予測と乖離が生じた場合は、設置者本社内で調整・対応し、

場合により行政にも相談を行う。 

・お客様や地域住民等、外部からの意見や苦情等を受けた場合は、そ

の内容を確認・検討し、必要に応じて行政の所管部局へ連絡するな

ど、対策を講じる。 

・騒音等に関し苦情等問題が発生した場合は苦情先との協議を行い、

先方の意向を踏まえた上で、場合によっては遮音壁の設置、機器や

施設稼働時間の短縮、駐車場の部分的な閉鎖等の対策を講じるなど

誠意をもって対応する。 

○ 

７ 繁忙期等の追加的

対策 

・オープン時には駐車場出入口等に交通整理員を配置する。また、状

況に応じて、繁忙時には駐車場出入口等に交通整理員を配置する 

・交通整理員については、１名を想定しており、状況に応じて増員、

減員を行う。 

・オープン時には、従業員駐車場を来客用に開放する。 

○ 

８ 地域貢献に関する

取組み 

・地元より祭りや各種行事への協力依頼があれば検討する。 

・地元業者、県内業者との取引を促進する。 

・従業員の地元採用を積極的に推進する。 

・地元小中学校より職場体験の要望等があれば、受入れを検討する。 

・警察署、消防署等との連絡が速やかに行えるよう連絡表を作成し、

マニュアル化する。 
・災害時においては、地元自治会等と連携し、可能な限り物資の提供

等を検討する。 

・週に１～２回程度、店舗周辺の清掃を行う。 

・万一撤退せざるを得ない場合においては、「早期の情報提供」、「後継

店の確保」、「従業員雇用の確保」、「取引先企業への対応」、「店舗閉

鎖に伴う環境悪化防止」などについて誠意をもって対応する。 

○ 

Ⅱ 大規模小売店舗の施設の配置および運営方法に関する事項 

１ 住民等の利便の確保 
（１） 駐車需要の充足等

交通に係る事項 

収容台数：44台（一般用 43台 身障者用 1台） 

・指針基準値による必要台数 44台を確保している。 
○ 
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① 駐車場の必要台数
の確保 

② 駐車場の位置及び

構造等 
・自走式平面駐車場（ゲートなし）である。 

・入庫処理能力は出入口 1箇所あたり 450 台／時間であり、ピーク時

来店台数の 71台/時を上回る。 
○ 

③ 駐輪場の確保等 収容台数：15台  

・大規模小売店舗立地法の指針に示される参考値（店舗面積 35㎡あた

り１台）によると必要駐輪台数 38台となるが、既存類似店舗のデータ

を基に必要台数を算出した結果、必要駐輪台数は 7台と予測される。 

店舗名 店舗面積 最大駐輪台数 

大和高田店

（奈良県） 
1,334㎡ ６台（R5.12.10 利用実態調査結果） 

神拝店 1,335㎡ 7台（６台×1,335㎡/1,334㎡） 

 

・原動機付自転車及び自動二輪車は、駐輪場を共用で利用する。 

○ 

④ 荷捌き施設の整備

等 
荷さばき施設の面積：87㎡ 

・処理能力(6台/時)を確保しており、ピーク時 1時間の搬入車両によ

る負荷（1台/時）を上回っている。 

※荷さばき平均作業時間は 20分。 

○ 

⑤ 経路の設定、円滑

な入出庫対策等 
（経路の設定） 

・商圏を半径２km とし、県道 141 号西条港線、県道 13 号壬生川新居

浜野田線、市道古川玉津橋線、市道西条駅前干拓地線（喜多川通り・

駅西通り）を主要アクセス経路とする。 

【北西方面】ゾーンＡ 

（来店） 

県道 13 号壬生川新居浜野田線を東進→交差点①を右折→県道 141

号西条港線を南進→出入口を左折により来店 

（退店） 

出入口を右折→県道 141号西条港線を北進→交差点①を左折→県道

13号壬生川新居浜野田線を西進により退店 

【北方面】ゾーンＢ 

（来店） 

県道 141号西条港線を南進→交差点①を直進→県道 141号西条港線

を南進→出入口を左折により来店 

（退店） 

出入口を右折→県道 141号西条港線を北進→交差点①を直進→県道

141号西条港線を北進により退店 

【北東方面】ゾーンＣ 

（来店） 

市道古川玉津橋線を西進→交差点①を左折→県道 141号西条港線を

南進→出入口を左折により来店 

（退店） 

出入口を右折→県道 141号西条港線を北進→交差点①を右折→市道

古川玉津橋線を東進により退店 

【南西方面】ゾーンＤ 

（来店） 

市道西条駅前干拓地線喜多川通りを東進→交差点②を左折→県道

141号西条港線を北西進→出入口を右折により来店 

（退店） 

出入口を左折→県道 141号西条港線を南東進→交差点②を右折→市

道西条駅前干拓地線喜多川通りを西進により退店 

【南方面】ゾーンＥ 

○ 
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（来店） 

県道 141号西条港線を北西進→交差点②を直進→県道 141号西条港

線を北西進→出入口を右折により来店 

（退店） 

出入口を左折→県道 141号西条港線を南東進→交差点②を直進→県

道 141号西条港線を南東進により退店 

【南東方面】ゾーンＦ 

（来店） 

市道西条駅前干拓地線駅西通りを西進→交差点②を右折→県道 141

号西条港線を北西進→出入口を右折により来店 

（退店） 

出入口を左折→県道 141号西条港線を南東進→交差点②を左折→市

道西条駅前干拓地線駅西通りを東進により退店 

（円滑な入出庫対策） 

・出入口付近に、駐車場出入口を示す看板を設置する。 

・出入口付近に、通学路に注意する旨記載した看板を設置する。 

・新聞の折込チラシに案内図を印刷し、来客へ案内経路を周知する。 

・オープン時や繁忙期には駐車場出入口等に交通整理員を配置し、安

全かつ円滑な車両の誘導・整理を行う。 

・オープン時及び平常時において、来客車両による渋滞等により周辺

地域に影響が生じた場合や、地元警察署より渋滞解消や安全への対

策の要望があった場合には、店長が状況を確認し、関係機関との協

議により対応する。 

（２） 歩行者の通行の利

便の確保 
・出入口付近に停止線と路面標示を行い、出庫車両の一旦停止と前面

道路の歩行者への安全確認を促す。 

・出入口前面道路は神拝小学校、西条北中学校の通学路に指定されて

いるため、安全確認を促す通学路注意看板を設置する。 

・出入口付近の見通しを確保した構造とする。 

・敷地東側に歩行者自転車専用の出入口を設置する。 

○ 

（３） 廃棄物減量化及びリサ
イクルについての配慮 

・商品の簡易包装、梱包に努める。 

・段ボールの再資源化を図る。 
○ 

（４） 防災・防犯対策へ

の協力 
・地方公共団体から要請があった場合、災害時の避難場所として駐車

場敷地の一部の使用や店舗で扱っている商品の緊急時における提供

について、協議検討の上、協力する。 

・警察、自治会、ＰＴＡ等の関係機関、地元団体から防犯対策につい

て協力要請がある場合は、可能な限り協力する。 

・駐車場利用可能時間帯以外は出入口をプラチェーンで閉鎖する。 

・定期的巡回による青少年の蝟集防止や犯罪防止、防犯カメラの設置

による死角の排除、防犯灯の適切な配置、必要に応じた声かけなど、

可能な防犯対策を講じる。 

○ 
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２ 騒音の発生その他に 

よる周辺地域の生活 

環境の悪化防止 

（１） 騒音の発生に係る事

項 

① 騒音に対応するた

めの対応策 

（荷さばき施設及び作業に係る騒音対策） 

・十分な作業スペースを確保し、荷さばき時間の短縮を図る。 

・可能な車両については、荷さばき車両のアイドリング停止の徹底を

行う。 

・夜間に荷さばきは行わない。（作業時間：午前６時から午後６時） 

（廃棄物収集作業に係る騒音対策） 

・夜間に廃棄物収集作業は行わない。（作業時間：午前８時～午後６時） 

（設備機器に係る騒音対策） 

・騒音発生源となる設備機器については、低騒音型機器を導入する。

また、定期的な保守点検により、故障等による異音の発生を防ぐ。 

（駐車場の騒音対策） 

・オープン時や繁忙期など混雑が見込まれる際には、交通整理員を配

置し、場内走行の円滑化を図ることで、渋滞の発生による騒音を防

止する。 

・敷地北側の住宅に隣接する箇所の境界付近に、高さ 1.8ｍの目隠し

フェンスを設置し、騒音の低減を図る。 

（ＢＧＭ等の営業宣伝活動に係る騒音対策） 

・ＢＧＭ等屋外への営業宣伝活動は行わない。 

（その他） 

・騒音に関して苦情等問題が発生した場合は、誠意をもって対応する。 

〇 

  ② 騒音の予測・評

価 
等価騒音レベル  

【昼間】    （単位：dB）  【夜間】    （単位：dB） 

地点 類型 基準値 予測値 

 

地点 類型 基準値 予測値 

Ａ１Ｆ 

Ｂ 55 

35.5 Ａ１Ｆ 

Ｂ 45 

31.6 

Ａ２Ｆ 45.4 Ａ２Ｆ 38.0 

Ｂ１Ｆ 41.1 Ｂ１Ｆ 37.3 

Ｂ２Ｆ 41.3  Ｂ２Ｆ 37.7 

Ｃ１Ｆ 39.3  Ｃ１Ｆ 33.0 

Ｃ２Ｆ 38.9  Ｃ２Ｆ 32.4 

Ｃ３Ｆ 38.8  Ｃ３Ｆ 31.8 

Ｄ 39.2  Ｄ 31.9 
※Ｂ類型：主として住居の用に供される地域 

 

 等価騒音レベルについては、昼間・夜間ともにすべての予測地点で
環境基準を満足している。 

 

夜間の騒音発生源ごとの最大値 （単位：dB） 

地点 区域 基準値 予測値 

Ａ’１Ｆ 

第 2種 45 

36.8 

Ａ’２Ｆ 53.5 

Ｂ’１Ｆ 54.7 

Ｂ’２Ｆ 53.8 

Ｃ’１Ｆ 41.7 

Ｃ’２Ｆ 41.7 

Ｃ’３Ｆ 41.6 

Ｄ’ 63.8 

※第 2 種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
 

 夜間の騒音発生源ごとの最大値について、Ａ’２Ｆ、Ｂ’１Ｆ、Ｂ’
２Ｆ、Ｄ’地点において来客車両走行音により基準値を超過した。 

○ 
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地点 区域 基準値 予測値 

Ａ’２Ｆ 

第 2種 45 

34.5 

Ｂ’１Ｆ 37.5 

Ｂ’２Ｆ 38.6 

Ｄ’ 44.8 

 

これらの基準値を超える音源（来客車両走行音）について、実測値

を用いて再予測を行ったところ、すべての地点で基準値を満足した。 

 

なお、開店後、苦情等が発生した場合は、誠意をもって対応する。 

（２）廃棄物に係る事項等 

① 廃棄物等の保管 
廃棄物保管施設の容量 7.2㎥  

・指針で定める必要な廃棄物保管容量 6.25㎥を確保している。 
○ 

② 廃棄物等の処理 ・許可業者による運搬・処理を行う。 ○ 

③ その他設置者として

の廃棄物等に関連す

る対応方針について 

・生ごみの密閉保管や施設の定期的な洗浄など適正な管理を行い、ご

みの散乱、異臭防止を図る。 
○ 

（３）街並みづくり等への

配慮等 

（景観への配慮） 

・周辺の景観に配慮し、違和感の生じない色合いやデザインとする。 

（光害対策） 

・屋外照明、広告照明は周辺民家などに影響が出ないよう方向や強さ

に配慮する。 

・照明灯の点灯時間は日没から閉店後 30分までに限り、その他時間帯

は消灯する。 

○ 

指針の配慮事項以外の項目 

バリアフリーへの対応 ・身障者用駐車場（3.5ｍ×5.0ｍ：1台）を確保する。 

・身障者駐車場は建物風除室付近に設置し、極力駐車場車路を通らず、

建物沿いに風除室まで至る動線を確保している。 

・バリアフリートイレを設置する。 

〇 

環境への配慮 ・照明設備は LEDとし、消費電力の低減に努める。 
〇 
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クスリのアオキ神拝店に係る意見の検討結果 

 
○市町等からの意見 

意見提出者 意見の概要 設置者の対応 評価 

西条市 意見なし － － 

一般住民等 

営業時間が午前９時～午前

０時となっているが、既存店舗

は午前９時～午後 10時であ

り、その理由が不明。近隣のド

ラッグストアの営業時間は午

前９時～午後９時であり、近隣

住民に迷惑がかかる。また、車

の出入りについて、駐車可能台

数を超える来客が見込まれ、道

路の渋滞（開店セール中）が予

想されるが、右折入店の対策が

とられておらず、出入りに支障

が生じる恐れがある。 

 営業時間を 9:00～24：00で届出し

ていますが、薬剤師等従業員の確保

ができない場合や、競合他社様の営

業時間も踏まえ、9:00～22:00の営

業になることも想定しています。な

お当該営業時間での届出を踏まえ、

敷地北側及び建物北側の室外機置場

周辺に目隠しフェンスを設置し、騒

音の低減を図る計画としています。

騒音に関する苦情を頂戴した場合

は、誠意をもって対応させていただ

きます。 

 来客車両の出入りについては、出

入口幅を 16mとし極力スムーズに入

出庫できるよう計画しています。ま

た開店セール中は交通整理員を配置

し来客を誘導します。 

〇 

 
○県の意見（案） 意見なし 
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ドラッグコスモス西条大町店（新設）届出概要 

店舗の名称  ドラッグコスモス西条大町店 

所 在 地   西条市大町字御船川５２３番２ 外 

設 置 者  

（本社） 
 株式会社コスモス薬品（福岡県） 

小売 業 者   

（販売物品） 

株式会社コスモス薬品 

（医薬化粧品、住・生活関連用品、食料品等） 

新設年月日 令和８年３月５日 

店舗 面 積   １，３４５㎡ 

施設の配置に関する事項 

（１）駐車場の収容台数      ４５台（基準値 ４５台） 

（２）駐輪場の収容台数      １０台（参考値 ３８台） 

（３）荷さばき施設の面積     ６１㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量  １３．５㎥（基準値 ６．２７㎥） 

 施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻  午前９時～午後１０時 

（２）駐車場の利用可能時間帯  午前８時３０分～午後１０時３０分 

（３）駐車場の出入口の数      １箇所 

（４）荷さばき可能時間帯   午前６時～午後１０時 

   ○届出年月日   令和７年 ７月 ４日 

   ○公告年月日   令和７年 ７月１５日 

   ○説明会開催日  令和７年 ８月２７日（届出日から２か月以内） 

   ○県意見提示期限 令和８年 ３月 ４日（届出日から８か月以内） 
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ドラッグコスモス西条大町店指針配慮事項の対応状況 

指針配慮事項 設置者による対応状況 
評
価 

Ⅰ 基本事項 

１ 事前の調査等 ・所轄警察署（西条警察署）、店舗設置市等と事前協議済み。 ○ 

２ まちづくりに関する

公的計画との整合性 
・用途地域：第二種住居地域 ○ 

３ 夜間営業について

の考え方 
・夜間営業は行わない。 ○ 

４ 説明会の開催 

・日時：令和７年８月 27日（水）18：00～18：30 

・場所：西条市総合福祉センター 視聴覚室 

    （西条市神拝甲 324番地２） 

・出席者：５名 

○ 

５ 対応策の履行 

・施工担当業者である株式会社エム・ワイ・ティと設置者である株式

会社コスモス薬品、立地法担当の株式会社五星とで、立地法届出図

面と施工現場との摺り合わせを行う。 

・設置者である株式会社コスモス薬品から店舗責任者（店長）へ届出

内容の説明を行う。なお、変更届が必要となる事項については重点

的に説明を行う。 

・店長より各従業員へは社員教育時に内容周知を行う。 

○ 

６ 事前の予測と乖離

が生じた場合の追

加的対策 

・事前の予測と乖離が生じた場合は、設置者本社内で調整・対応し、

場合により行政にも相談を行う。 

・お客様や地域住民等、外部からの意見や苦情等を受けた場合は、そ

の内容を確認・検討し、必要に応じて行政の所管部局へ連絡するな

ど、対策を講じる。 

・騒音等に関し苦情等問題が発生した場合は苦情先との協議を行い、

先方の意向を踏まえた上で、場合によっては遮音壁の設置、機器や

施設稼働時間の短縮、駐車場の部分的な閉鎖等の対策を講じるなど

誠意をもって対応する。 

○ 

７ 繁忙期等の追加的

対策 

・繁忙期等には、駐車場出入口等に交通整理員を１名配置する。また、

状況に応じて、増員、減員を行う。 
○ 

８ 地域貢献に関する

取組み 

・地元より祭りや各種行事への協力依頼があれば検討する。 

・地元業者、県内業者との取引を促進する。 

・従業員の地元採用を積極的に推進する。 

・地元小中学校より職場体験の要望等があれば、受入れを検討する。 

・警察署、消防署等との連絡が速やかに行えるよう連絡表を作成し、

マニュアル化する。 
・災害時においては、地元自治会等と連携し、可能な限り物資の提供

等を検討する。 

・週に１～２回程度、店舗周辺の清掃を行う。 

・万一撤退せざるを得ない場合においては、「早期の情報提供」、「後継

店の確保」、「従業員雇用の確保」、「取引先企業への対応」、「店舗閉

鎖に伴う環境悪化防止」などについて誠意をもって対応する。 

○ 

Ⅱ 大規模小売店舗の施設の配置および運営方法に関する事項 

１ 住民等の利便の確保 
（１） 駐車需要の充足等

交通に係る事項 
① 駐車場の必要台数

の確保 

収容台数：45台（一般用 44台 身障者用 1台） 

・指針基準値による必要台数 45台を確保している。 
○ 
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② 駐車場の位置及び

構造等 
・自走式平面駐車場（ゲートなし）である。 

・入庫処理能力は出入口 1箇所あたり 450 台／時間であり、ピーク時

来店台数の 72台/時を上回る。 
○ 

③ 駐輪場の確保等 収容台数：10台  

・大規模小売店舗立地法の指針に示される参考値（店舗面積 35㎡あた

り１台）によると必要駐輪台数 38台となるが、既存類似店舗のデータ

を基に必要台数を算出した結果、必要駐輪台数は 7台と予測される。 

店舗名 店舗面積 ピーク時滞留台数 

久万ノ台店 1,346㎡ 3台（2.23台/千㎡） 

三津浜駅店 1,494㎡ 8台（5.35台/千㎡） 

松山別府店 1,538㎡ 6台（3.90台/千㎡） 

西条大町店 1,345㎡ 7台（8台×1,345㎡/1,494㎡） 

 

・原動機付自転車及び自動二輪車は、駐輪場を共用で利用する。 

○ 

④ 荷捌き施設の整備

等 
荷さばき施設の面積：61㎡ 

・処理能力(6台/時)を確保しており、ピーク時 1時間の搬入車両によ

る負荷（1台/時）を上回っている。 

※荷さばき平均作業時間は 20分。 

○ 

⑤ 経路の設定、円滑

な入出庫対策等 
（経路の設定） 

・商圏を半径２kmとし、市道国道朔日市線、市道古川玉津橋線、市道

国道鷹丸線、市道西条駅前下島山線を主要アクセス経路とする。 

【西方面】ゾーンＡ 

（来店） 

市道古川玉津橋線を北東進→交差点①を右折→市道国道朔日市線

を南進→出入口を右折により来店 

（退店） 

出入口を左折→市道国道朔日市線を北進→交差点①を左折→国市

道古川玉津橋線を南西進により退店 

【北方面】ゾーンＢ 

（来店） 

市道国道朔日市線を南進→交差点①を直進→市道国道朔日市線を

南進→出入口を右折により来店 

（退店） 

出入口を左折→市道国道朔日市線を北進→交差点①を直進→市道

国道朔日市線を北進により退店 

【東方面】ゾーンＣ 

（来店） 

市道古川玉津橋線を南西進→交差点①を左折→市道国道朔日市線

を南進→出入口を右折により来店 

（退店） 

出入口を左折→市道国道朔日市線を北進→交差点①を右折→市道

古川玉津橋線を北東進により退店 

【南西方面】ゾーンＤ 

（来店） 

市道西条駅前下島山線を北東進→交差点②を左折→市道国道朔日

市線を北進→出入口を左折により来店 

（退店） 

出入口を右折→市道国道朔日市線を南進→交差点②を右折→市道

西条駅前下島山線を南西進により退店 

【南方面】ゾーンＥ 

（来店） 

○ 
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市道国道朔日市線を北進→交差点②を直進→市道国道朔日市線を

北進→出入口を左折により来店 

（退店） 

出入口を右折→市道国道朔日市線を南進→交差点②を直進→市道

国道朔日市線を南進により退店 

【南東方面】ゾーンＦ 

（来店） 

市道国鷹丸線を西進→交差点を右折→市道国道朔日市線を北進→

出入口を左折により来店 

（退店） 

出入口を右折→市道国道朔日市線を南進→交差点を左折→市道国

道鷹丸線を東進により退店 

 

（円滑な入出庫対策） 

・出入口付近に、駐車場出入口を示す看板を設置する。 

・出入口付近に、通学路に注意する旨記載した看板を設置する。 

・新聞の折込チラシに案内図を印刷し、来客へ案内経路を周知する。 

・オープン時や繁忙期には駐車場出入口等に交通整理員を配置し、安

全かつ円滑な車両の誘導・整理を行う。 

・オープン時及び平常時において、来客車両による渋滞等により周辺

地域に影響が生じた場合や、地元警察署より渋滞解消や安全への対

策の要望があった場合には、店長が状況を確認し、関係機関との協

議により対応する。 

（２） 歩行者の通行の利

便の確保 
・出入口付近に停止線と路面標示を行い、出庫車両の一旦停止と前面

道路の歩行者への安全確認を促す。 

・出入口前面道路は神拝小学校、西条北中学校の通学路に指定されて

いるため、安全確認を促す通学路注意看板を設置する。 

・出入口付近の見通しを確保した構造とする。 

○ 

（３） 廃棄物減量化及びリサ
イクルについての配慮 

・商品の簡易包装、梱包に努める。 

・段ボールの再資源化を図る。 
○ 

（４） 防災・防犯対策へ

の協力 
・地方公共団体から要請があった場合、災害時の避難場所として駐車

場敷地の一部の使用や店舗で扱っている商品の緊急時における提供

について、協議検討の上、協力する。 

・警察、自治会、ＰＴＡ等の関係機関、地元団体から防犯対策につい

て協力要請がある場合は、可能な限り協力する。 

・駐車場利用可能時間帯以外は出入口をプラチェーンで閉鎖する。 

・定期的巡回による青少年の蝟集防止や犯罪防止、防犯カメラの設置

による死角の排除、防犯灯の適切な配置、必要に応じた声かけなど、

可能な防犯対策を講じる。 

○ 
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２ 騒音の発生その他に 

よる周辺地域の生活 

環境の悪化防止 

（１） 騒音の発生に係る事

項 

① 騒音に対応するた

めの対応策 

（荷さばき施設及び作業に係る騒音対策） 

・十分な作業スペースを確保し、荷さばき時間の短縮を図る。 

・可能な車両については、荷さばき車両のアイドリング停止の徹底を

行う。 

・夜間に荷さばき作業は行わない。（荷さばき時間帯：午前 6時～午後

10時） 

（廃棄物収集作業に係る騒音対策） 

・夜間に収集作業は行わない。（収集時間帯：午前 8時～午後 10時） 

（設備機器に係る騒音対策） 

・騒音発生源となる設備機器については、低騒音型機器を導入する。

また、定期的な保守点検により、故障等による異音の発生を防ぐ。 

（駐車場の騒音対策） 

・オープン時や繁忙期など混雑が見込まれる際には、交通整理員を配

置し、場内走行の円滑化を図ることで、渋滞の発生による騒音を防

止する。 

・住宅に隣接する箇所の付近に、静穏を促す看板を設置する。 

（ＢＧＭ等の営業宣伝活動に係る騒音対策） 

・ＢＧＭ等屋外への営業宣伝活動は行わない。 

（その他） 

・騒音に関して苦情等問題が発生した場合は、誠意をもって対応する。 

〇 

  ② 騒音の予測・評

価 
等価騒音レベル  

【昼間】    （単位：dB）  【夜間】    （単位：dB） 

地点 類型 基準値 予測値 

 

地点 類型 基準値 予測値 

Ａ１Ｆ 
Ｂ 

55 

34.4 Ａ１Ｆ 
Ｂ 

45 

26.0 

Ａ２Ｆ 38.6 Ａ２Ｆ 27.6 

Ｂ Ａ 38.9 Ｂ Ａ 22.8 

Ｃ１Ｆ 
Ｂ 

34.4  Ｃ１Ｆ 
Ｂ 

20.5 

Ｃ２Ｆ 46.0  Ｃ２Ｆ 31.7 

Ｄ１Ｆ 
Ｃ 60 

42.5  Ｄ１Ｆ 
Ｃ 50 

27.3 

Ｄ２Ｆ 42.5  Ｄ２Ｆ 27.3 
※Ａ類型：専ら住居の用に供せられる地域 
※Ｂ類型：主として住居の用に供される地域 
※Ｃ類型：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 

 等価騒音レベルについては、昼間・夜間ともにすべての予測地点で
環境基準を満足している。 

 

夜間の騒音発生源ごとの最大値 （単位：dB） 

地点 区域 基準値 予測値 

Ａ’１Ｆ 

第 2種 45 

27.0 

Ａ’２Ｆ 27.8 

Ｂ 16.9 

Ｃ’１Ｆ 37.9 

Ｃ’２Ｆ 54.1 

Ｄ’１Ｆ 55.1 

Ｄ’２Ｆ 54.1 

※第 2 種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
 

 夜間の騒音発生源ごとの最大値について、Ｃ’２Ｆ、Ｄ’１Ｆ、Ｄ’
２Ｆにおいて来客車両走行音により基準値を超過した。 

○ 
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地点 区域 基準値 予測値 

Ｃ’２Ｆ 

第 2種 45 

33.3 

Ｄ’１Ｆ 34.3 

Ｄ’２Ｆ 33.3 

 

これらの基準値を超える音源（来客車両走行音）について、実測値

を用いて再予測を行ったところ、基準値を満足した。 

 

なお、開店後、苦情等が発生した場合は、誠意をもって対応する。 

（２）廃棄物に係る事項等 

① 廃棄物等の保管 
廃棄物保管施設の容量 13.5㎥  

・指針で定める必要な廃棄物保管容量 6.27㎥を確保している。 
○ 

② 廃棄物等の処理 ・許可業者による運搬・処理を行う。 ○ 

③ その他設置者として

の廃棄物等に関連す

る対応方針について 

・生ごみの密閉保管や施設の定期的な洗浄など適正な管理を行い、ご

みの散乱、異臭防止を図る。 
○ 

（３）街並みづくり等への

配慮等 

（景観への配慮） 

・周辺の景観に配慮し、違和感の生じない色合いやデザインとする。 

（光害対策） 

・屋外照明、広告照明は周辺民家などに影響が出ないよう方向や強さ

に配慮する。 

・照明灯の点灯時間は日没から閉店後 30分までに限り、その他時間帯

は消灯する。 

○ 

指針の配慮事項以外の項目 

バリアフリーへの対応 ・身障者用駐車場（3.5ｍ×5.0ｍ：1台）を確保する。 

・身障者駐車場から駐車場車路を通らず、建物沿いに風除室まで至る

動線を確保している。 

・バリアフリートイレを設置する。 

〇 

環境への配慮 ・照明設備は LEDとし、消費電力の低減に努める。 
〇 

 
 

 
 

ドラッグコスモス西条大町店に係る意見の検討結果 
 
○市町等からの意見 

意見提出者 意見の概要 設置者の対応 評価 

西条市 意見なし － ○ 

一般住民等 意見なし － 〇 

 
○県の意見（案） 意見なし 
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４ その他 

（１） 次回以降の審査案件 

大規模小売店舗の名
称（所在地） 

主な届出内容 
（新設・変更日） 

届 出 
年月日 

公 告 
年月日 

説明会 
開催日 

市町村 
意見期限 

県の意見 
提示期限 

ラ・ムー川之江店 
（四国中央市） 

新設（店舗面積 1,515㎡） 
（R8.5.11） 

R7.9.10 R7.9.24 R7.10.28 R8.1.23 R8.5.10 

ハローズ三島店 
（四国中央市） 

駐輪場の位置及び収容台
数：66台⇒82台 
（R8.6.9） 

R7.10.8 R7.10.21 掲示 R8.2.20 R8.6.8 

スーパー日東土
居田店 
（松山市） 

新設（店舗面積 2,248㎡） 
（R8.7.18） 

R7.11.17 R7.11.28 R8.1.14 R8.3.27 R8.7.17 

mac桜井店 
（今治市） 

新設（店舗面積 1,179㎡） 
（R8.7.20） 

R7.11.19 R7.12.5 R8.1.19 R8.4.3 R8.7.19 

※網掛部は審議会案件（新設、増床、市町や住民から法に基づく意見があったもの等）である。 
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（２）フォローアップ調査について 

  調査予定等 

大規模小売店舗の届出
名称（所在地） 

届 出 
内 容 

届 出 
年月日 

法定手続 
終了年月日 

新設・変更 
年月日 

実施調査の状況 

（仮称）ドラッグス
トアモリ大洲若宮店 
（大洲市） 

新設 R6.8.22 R7.3.12 R7.10.25 令和８年１月上旬以降照会予定 

（仮称）ドラッグス
トアモリ新居浜徳常
店・セブン‐イレブ
ン新居浜徳常町店 
（新居浜市） 

新設 R6.9.27 R7.4.18 R7.8.23 照会中 

クスリのアオキ喜光
地店 
（新居浜市） 

変更 R6.10.15 R7.4.18 R7.9.17 照会中 

スーパーセンタート
ライアル西条店 
（西条市） 

新設 R6.11.13 R7.6.6 R7.11.26 令和８年１月下旬以降照会予定 

クスリのアオキ今治
城東店 
（今治市） 

新設 R7.1.10 R7.8.18 R7.9.10 照会中 

クスリのアオキ上分
店 
（四国中央市） 

変更 R7.2.6 R7.8.18 R7.10.8 照会中 

クスリのアオキ今治
本町店 
（今治市） 

変更 R7.2.6 R7.8.18 R7.12.10 令和８年２月中旬以降照会予定 

（仮称）mac 西条国
安店 
（西条市） 

新設 R7.2.21 R7.9.24 R7.10.17 照会中 

 



参考資料（関係図面） 

 

   （１）届出案件についての審査（３件） 

     ○コメリハード＆グリーン今治店 ··············································· １ ～  ９ 

     ○クスリのアオキ神拝店 ····················································· １０ ～ １８ 

○ドラッグコスモス西条大町店 ··············································· １９ ～ ２６ 
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図面① 広域見取図（コメリハード＆グリーン今治店） 

計画地 

桜井小・中学校 

今治東中等教育学校 

JR伊予桜井駅 

JR伊予富田駅 

JR今治駅 

国分小学校 
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図面② 周辺見取図（コメリハード＆グリーン今治店） 

計画地 

県道 38号線 
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図面③ 配置図（コメリハード＆グリーン今治店） 

荷さばき施設 
84 ㎡ 

荷さばき施設１  
248 ㎡ 

 

出入口１ 

関係車両専用出入口 

廃棄物保管施設 
23.49 ㎥ 

出入口２ 
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図面④ 誘導経路図（コメリハード＆グリーン今治店） 

出入口１ 

出入口２ 

計画地 
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図面⑤ 騒音予測地点位置図（コメリハード＆グリーン今治店） 
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図面⑥ 店舗外観等①（コメリハード＆グリーン今治

店） 
西側 

北側 



- 7 - 
 

 

 

 

 

 

  

南側 

図面⑦ 店舗外観等②（コメリハード＆グリーン今治

店） 

東側 
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図面⑧ 駐車場サイン等（コメリハード＆グリーン今治店） 



- 9 - 
 

 

図面⑨ サイン配置図（コメリハード＆グリーン今治店） 
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図面⑩ 広域見取図（クスリのアオキ神拝店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

神拝小学校 

伊予西条駅 

西条南中学校 

西条小学校 

大町小学校 

玉津小学校 

西条北中学校 

西条高校 
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図面⑪ 周辺見取図（クスリのアオキ神拝店） 

店） 
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図面⑫ 配置図（クスリのアオキ神拝店） 

 

 

 

 

 

 

廃棄物保管施設 
7.2㎥ 

駐輪場 15 台 

駐車場 44 台 

出入口 
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図面⑬ 誘導経路図（クスリのアオキ神拝店） 

交差点① 

交差点② 
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図面⑭ 騒音予測地点位置図（クスリのアオキ神拝店） 
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図面⑮ 店舗外観①（クスリのアオキ神拝店） 

北側 

西側 
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図面⑯ 店舗外観②（クスリのアオキ神拝店） 

南側 

東側 
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図面⑰ 駐車場サイン等（クスリのアオキ神拝店） 
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図面⑱ 場内看板（クスリのアオキ神拝店） 
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図面⑲ 広域見取図（ドラッグコスモス西条大町店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 
神拝小学校 

伊予西条駅 

西条南中学校 

西条小学校 

大町小学校 

玉津小学校 

西条北中学校 

西条高校 

西条東中学校 
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図面⑳ 周辺見取図（ドラッグコスモス西条大町店） 

店） 
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図面㉑ 配置図（ドラッグコスモス西条大町店） 

 

 

 

 

 

 廃棄物保管施設 
13.5㎥ 

駐輪場 10 台 

駐車場 45 台 

出入口 
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図面㉒ 誘導経路図（ドラッグコスモス西条大町店） 

交差点① 

交差点② 
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図面㉓ 騒音予測地点位置図（ドラッグコスモス西条大町店） 
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図面㉔ 店舗外観①（ドラッグコスモス西条大町店） 

南側 

東側 
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図面㉕ 店舗外観②（ドラッグコスモス西条大町店） 

北側 

西側 
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図面㉖ 駐車場サイン等（ドラッグコスモス西条大町店） 

 


